
～道路に設置物を置いておられる方々へ～ 

 

 道路や水路等は、皆様の生活を支える大切な公共財産です。 

植木鉢やプランター等の物を置くと、歩行者の方の通行の妨げや自転車・バイ

クの転倒など思わぬ事故の原因となりますので、物を置かないようにしてくだ

さい。 

誰もが安心して道路を利用できるよう住民の皆様のより一層のご理解とご協

力をお願いします。 

[ご注意]  

これらの設置物が原因で事故が発生した場合には、所有者が責任を問われる

場合があります 

 

【置いてはいけない物の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


